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１. はじめに 

１-１. 背景と目的 

近年，利用実態のない住宅の空家が年々増加

し，景観の悪化や土地利用の非効率化などが社

会的課題となっている．現状として自治体では

行政が主体となって対策を行っているが，地域

全体で課題解決に取り組む意識から，民間企業

や市民活動団体(以下市民団体とする)との連

携を強めようとする自治体が増えている．また，

対策の中でも「利活用」は，空家の解消だけで

なく地域により良い効果をもたらす可能性が

ある反面，行政が直接的に取り組みにくい対策

でもある．そこで，住民に近い距離で活動する

市民団体と空家対策のノウハウを持った行政

が連携することで，地域に合った利活用を進め

ることができると考える． 

本研究では，千葉県内 3 事例(「軒先珈琲」/

「森のくまさんハウス」/「四方木ベイスしたな

おい」)を対象に,各団体の活動内容，行政との

連携方法，利活用によって得られた地域におけ

る空家の役割を明らかにし，空家対策において

行政と市民団体が連携する意義と市民団体が

地域に向けて空家を活用し運営する利点につ

いて知見を得ることを目的とする． 

１-２. 研究の方法 

 資料分析とヒアリングを行う． 

①千葉県全54自治体の各行政が策定している

『空家等対策計画』の中で，市民団体への支援

に関する記載のある自治体を抽出する．②抽出

した自治体における「空家活用支援」と「市民

活動団体支援」の実施状況についてまとめる．

③まとめた支援制度を活用し，実際に空家利活

用の実績がある市民団体を抽出する．④抽出し

た市民団体の中から，活動の形態が異なる団体

を選定する．⑤選定した市民団体について，HP

や活動報告書等をもとに概要および活動実態

について把握し，対象団体に対し，団体設立の

きっかけ/利活用の内容/行政との連携方法の三

点をヒアリングする． 

１-３. 対象の選定 

千葉県全54自治体の中で，行政によって『空

家等対策計画』が策定されており，対策計画内

に市民団体への支援に関する記載がある自治

表 2 6団体における支援制度活用状況と活用支援形態及び活動形態  

 

 

表 1 「空家等対策計画」の中に市民活動団体への補助に関する記載がある自治体及び行政による支援制度実施状況と空家活用実績のある市民活動団体 
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体を抽出すると，54自治体中20自治体である．

その20自治体における，行政による支援制度

実施状況(「空家活用支援」/「市民活動団体支

援」)と空家活用実績のある市民団体を表1に示

す． 

「空家活用支援」は，20自治体中9自治体で

実施されており，「市民活動団体支援」は20自

治体中19自治体で実施されている．なお「空家

活用支援」において，空家バンク制度と支援対

象が空家の持ち主やその親族，居住予定者に限

るような，市民団体の空家利活用に有効でない

制度は除外している．また，ここでの「市民活

動団体支援」は，市民団体が提案する幅広い事

業に対して補助金等により支援を行う制度で

あり，空家利活用を目的とする団体への支援に

限ったものではない． 

次に表1に示した支援制度を活用し，実際に

空家利活用の実績がある市民団体は6団体(5自

治体)である．その6団体及び5自治体の活用支

援/支援形態/活動形態を表2に示す．「軒先珈琲」

と「四方木ベイスしたなおい」は他団体と活動

形態が異なり，「森のくまさんハウス」は残り

3団体と活動形態は同じであるが，唯一「空家

活用支援」と「市民活動団体支援」の両方を活

用している． 

以上より「軒先珈琲(千葉市)」，「森のくま

さんハウス(市原市)」，「四方木ベイスしたな

おい(鴨川市)」の3団体を本研究の対象とする． 

 

２．千葉市・市原市・鴨川市の市民活動団体に

対する支援制度 

 対象3団体が活用している行政の支援制度に

ついて，その内容を表3に示す． 

 千葉市では市民公益活動の周知・参加促進，

団体相互の交流等を目的とし，年に1回「千葉

市民活動フェスタ」を対面方式で2日間にわた

り開催している．実施内容は，千葉市民活動支

援センターに登録している市民公益活動団体

による展示・販売・相談・体験等の実施，市民

公益活動団体・ボランティア及び関係機関によ

るステージ発表，情報提供等である．補助金等

による団体への直接的支援だけでなく，市民に

広く活動を周知してもらうための場を提供す

ることで，市民団体の活動力の拡大へとつなが

っていると考える． 

 市原市では，「いちはら空家等除却・活用提

案モデル事業」を実施しており，地域住民が主

体となって空家を利活用することで地域の課

題解決に取り組む事業に対し，空家の除却費や

改修費の一部を補助している．事業対象となる

条件として，除却後の跡地又は改修後の建物を

地域コミュニティの維持・再生の用途に10年

間以上継続して活用する必要があり，空家利活

用を地域活性化につなげようとする行政の意

図がわかる．また，採択された場合，市のウェ

ブサイトや広報誌等で紹介することに同意す

る必要があり，団体の活動内容を地域に対しオ

ープンにすることで透明化を図るとともに，運

営面でのバックアップにもつながっていると

考える． 

 鴨川市では，「みんなで育て鯛！まちづくり

支援補助金」で市民活動団体から提案事業を募

集し，公開プレゼンテーションやヒアリング調

査等による審査を経て採択された団体に対し，

事業に係る経費の全額又は一部を交付してい

る．これからまちづくりを始めようとする市民

団体の立ち上げを支援する「はじめ鯛！コース」

と，現在取り組んでいるまちづくりを一層充実，

自立発展させたい市民団体を支援する「発展さ

せ鯛！コース」があり，それぞれ対象条件の一

部や補助率(限度額)が異なる．「はじめ鯛！コ

ース」の対象条件として，「育て鯛！コース」

の公開プレゼンテーションに参加し，提案団体

の発表を見学する必要があり，同じ地域の市民

団体の活動を参考にすることで，活動を始めや

すくなっている．また，「発展させ鯛！コース」

に応募する団体は，地域住民に活動を知っても

らう機会にもなり，新規団体と継続団体の両方

にメリットのある仕組みとなっている． 

 

３.  対象事例の活動実態 

３-１．「軒先珈琲」の活動 

対象3団体の概要を表4に示す．「軒先珈琲」

は空家，空地，空店舗のシャッター前などの未

利用空間である「軒先」に，珈琲屋台をポップ

アップしてカフェやライブラリーを開くこと

で，地域のコミュニティづくりに寄与すること

を目的としている．実際の空家利活用の事例と

して，千葉市花見川区柏井にある空家を改修し

「空き家カフェ」を開いている．空家相談窓口，

子ども食堂，まちライブラリーとして機能して

おり，幅広い目的で住民が集まる場所となって

いる．また，中学生以上を対象に「軒先珈琲カ

フェ起業体験講座」を開催し，空家を活用した

カフェの始め方を地域に向けて発信している． 

 行政との連携では「千葉市民活動フェスタ」

に令和3年度と令和4年度に参加し，地域住民

に対し活動を発信している．また，2023年度に

千葉市が開催した「まちづくり交流会～町内自

治会とNPO等のマッチング事業～」に参加し，

千葉マリンコート自治会，星久喜南部町会と連

携し，新規イベントの企画検討を進めている． 
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３-２．「森のくまさんハウス」の活動 

「森のくまさんハウス」は，市原市青葉台の

住宅街の一角にある空家を改修し，子どもたち

を中心にお年寄りまでを含めた地域住民が，集

まって楽しめる場の開設が目的である．青葉台

には「青葉台スクール構想」というものがあり，

これは市原市開催の『地域魅力向上塾』に参加

した市内外の若者や女性の提案から生まれた

新しい郊外団地まちづくりで，未来の青葉台全

体が学校のように，大人も子どもも共に学び合

う場所になることで，空家や空地，空店舗の解

消などを提案するといったものである．「森の

くまさんハウス」代表者の森眞一さんは，この

「青葉台スクール構想」と元教師の経験から，

自ら所有していた空家を活用し，そこで科学教

室や工作教室，絵画教室などを開いている．た

だ，活動していく上で人を集めることが難しく，

近隣の小学校に対しチラシを配る等の工夫を

したがなかなか人が集まらないのが現状であ

る．現在は公園で簡易的な実験を行ったり，市

原市の「冒険遊び場事業」に参加したりするこ

とで，団体の知名度を高めている． 

行政との連携では，令和4年度に「いちはら

空家除却・活用提案モデル事業」で約30万円の

補助を受け，改修費として活用している．また，

市原市の「ひときらめく市民活動補助金」も活

用し，月5万円の補助を受け運営費に充ててい

る．しかし光熱費や水道代などの維持費が高く，

補助金だけでは賄えていないのが現状である．

空家改修後の活用内容が収益を伴わないもの

だけに，運営面での資金難が課題となっている． 

３-３．「四方木ベイスしたなおい」の活動  

 「四方木ベイスしたなおい」は，鴨川市の北

西部にある四方木(よもぎ)という小さな集落

を活動場所とし，集落への移住者や関係人口を

増やすことを目的としている．家や耕作放棄地

が目立つようになったことで，住民から働きか

け，2013年に行政を交えて地域の未来を考え

る「清澄・四方木地区懇親会」が発足．2015年

に「清澄・四方木地区活性化協議会」となり，

空家利活用のモデルケースとして，集落を見渡

表 4 対象 3団体の概要 

 

 

表 3 対象 3団体が活用している行政の支援制度内容 
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せる県道沿いの空家を住民たちでリノベーシ

ョンを行っている．リノベーション後は2017

年7月から地域活動の拠点として活用し，「四

方木ベイスしたなおい」として住民が管理しな

がら，毎月4回の定期活動である「したなおい

活動」を展開している．「したなおい活動」で

は，時期に応じた野菜作りやDIYリノベーショ

ン，ピザづくり，そば打ち体験といった会員向

けのイベントと，「ごほうびday」という一般

参加者も参加可能なイベントが行われており，

地域住民と地域を訪れた人との交流の機会と

なっている． 

 行政との連携では，「清澄・四方木地区懇親

会」発足の段階から行政を交えて話し合ってい

る他，「鴨川市みんなで育て鯛！まちづくり支

援補助金」を平成29年度と平成30年度に活用

している． 

 

４．考察  

行政の支援制度では，3自治体共通して，補

助金等による短期的支援だけではなく，活用後

の運営等を見越し，団体と団体，団体と地域住

民通しが互いに認知し交流する機会も設ける

ことで，市民団体を主体としながらも地域間で

空家を利活用していくことができるような支

援制度になっている． 

 市民団体の活動では，今回対象とした3団体

はそれぞれ活動の方法や範囲，利活用の目的等

が異なり，それは地域の環境や需要を捉えたう

えで活動が行われているためであると考える．

「軒先珈琲」は，「空家」よりも「珈琲」を前

面に押し出すことで人からの興味を引くこと

ができるという考えから，空家そのものの改修

にこだわるのではなく，珈琲屋台を主軸に空家

を含む様々な「軒先」で活動を行っている．「森

のくまさんハウス」は「青葉台スクール構想」

と代表者である森さんの教師としての経験か

ら，住宅街にある自らの空家を活用し，子ども

たちが放課後や夏休みに気軽に立ち寄り，楽し

く学ぶことのできる場所を目指して活動して

いる．そして「四方木ベイスしたなおい」は，

年々過疎化が進み空家が増加していく集落の

課題を解決するために，空家利活用のモデルケ

ースとして空家を改修し，移住シミュレーショ

ンができる場として活用することで，町おこし

へとつなげようとしている． 

 また，3団体は共通して空家を地域コミュニ

ティの醸成場所となることを目指して利活用

している．しかし，利活用の形態や活動方法は

異なり，それによって生まれる地域コミュニテ

ィにも違いがあると考える．「森のくまさんハ

ウス」のように住宅街の空家を利活用し，近隣

の子どもを中心に活動を行えば，少しずつ時間

をかけて地縁性の高いコミュニティが形成さ

れていく．反対に「軒先珈琲」は，住宅街の一

角にある空家を常駐の地域活動場所として利

活用するだけでなく，移動式の珈琲屋台を様々

な空家にポップアップし，一時的な利活用を継

続して行うことで，地域コミュニティを形成す

るきっかけを複数つくることができている．そ

して「四方木ベイスしたなおい」のように，住

民自身が空家のリノベーションを行い，地域活

動の拠点と移住体験ができる場として活用す

ることで，地縁性を高めながら地域コミュニテ

ィに新たな変化を生むことができると考える． 

 

５．まとめ  

 空家利活用の方法は様々であるが，地域の環

境や需要を把握すること，活用した際に形成さ

れる地域コミュニティの在り方にも意識を向

けることで，地域に合った空家利活用がなされ

ると考える．そのうえで市民団体には自然に地

域を巻き込んでいく力があり，今後さらにその

活動が活発になり，地域にとって空家利活用が

具体的で身近なものになれば，行政だけでは難

しかった空家所有者の活用意識を変えること

ができると考える．また，市民団体と行政との

連携方法として，現状行政が補助金を出し，市

民団体がそれを活用することが主な手段とな

っているが，補助率(限度額)は自治体や制度に

よって異なり，利活用の内容によっては金銭的

に活動が難しい場合もある．今後は金銭的支援

は民間企業等との連携を視野に入れながら，千

葉市のように団体と市民との交流の場を創出

したり，鴨川市のように市民団体の活動自体に

介入したりといった長期的かつ密接な支援内

容について検討を深める必要があると考える．
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